
新ＪＡの農業振興方策の１つとして担い手の確保や農業所得の向上を図るため、
組合員をはじめ、新規就農拡大に取り組む団体や親元就農・新規参入者をサポート
する助成制度をスタートさせます。
（注）支援メニューごとの要件があります。また申請額が年間助成上限額を上回った場合等には助成率が

下がる場合があります。

■ 担い手・労働力確保対策 （年間１億円以内）
【新たに農業を始めたい方への支援】

支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

1
新規就農拡大支援
 県補助事業との併用可 

ＪＡの生産部会等が実施する短期農
業体験や農業研修、研修修了者の経
営開始にかかる費用等の一部を助成
します。

ＪＡの生産部会、
ＪＡが参画する産地受
入協議会、
ＪＡが認めた生産者団
体

１生産部会・産地受入
協議会・生産者団体あ
たり年間助成額上限
150万円

2
スタートアップ支援
 県補助事業との併用可 

農業経営開始にかかる費用の一部を
助成します。

親元就農し農業経営を
開始した者のうち、
R7/1/1～12/31まで
に経営を開始し、経営
開始時の年齢が49才以
下の者

30万円

3
定着化支援

令和７年度に収入保険制度へ新規加
入した方へ保険料の一部を助成しま
す。

親元就農し農業経営を
開始した者・新規参入
者のうち、令和７年度
に収入保険制度へ新規
加入した49才以下の者

助成額上限
10万円
1/2以内

【規模拡大・新規品目の導入支援】
支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

4
ステップアップ支援

規模拡大・新品目導入に必要な①農
業用機械②農業生産施設③集出荷機
械・施設④農業用倉庫⑤農産物の加
工・冷蔵・貯蔵施設⑥果樹の新植用
苗木⑦農地の造成等の費用の一部を
助成します。

親元就農し農業経営を
開始した者・新規参入
者のうち、経営開始３
年目～10年以内で助成
申請時の年齢が49才以
下の者

助成額上限
150万円
1/2以内

【労働力の確保に関する支援】
支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

5
労働力確保対策

1)雇用労働力確保のために必要な①宿
泊施設②トイレ③休憩所④駐車場等
の整備・改修⑤一体的に行う付帯施
設の費用の一部を助成します。

雇用労働力を必要とす
る組合員

助成額上限
45万円

(左記 1)と 2)の合計)
30％以内2)長期雇用労働力確保のための宿舎

(アパート等)の月額賃貸料の一部
を助成します。

■ 所得向上に向けた生産対策 （年間１.５億円以内）
【高品質生産、生産拡大に取り組む方への支援】

支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

6
園芸作物生産拡大対策
 県補助事業との併用可 

1)地域本部が振興する高糖度商材
(味一みかん等)、個性化商材(紀の
川柿等)、地域特産品(野菜・花き
含む)の高品質生産に必要な資材
費の一部を助成します。 組合員

助成額上限
30万円

(左記 1)と 2)の合計)
30％以内2)地域本部が振興する品種の改植用

苗木、種苗費(生産拡大分)の一部
を助成します。

【省力化・スマート農機の導入に対する支援】
支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

7
省力化・
スマート農業推進対策
 県補助事業との併用可 

省力化・スマート農業に取り組むた
めに必要な①農業用ドローン②ラジ
コン草刈機③移植機④肥料散布機⑤
野菜収穫機⑥選別機⑦ハウス内ＩＣ
Ｔ機器⑧アシストスーツ等の購入費
用の一部を助成します。

組合員
助成額上限
30万円
30％以内

【重要病害虫の被害防止への支援】
支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

8
重要病害虫対策
 県補助事業との併用可 

クビアカツヤカミキリ等重要病害虫
対策に必要な①被害拡散防止・侵入
防止用被覆資材②被害樹又は被害拡
大の恐れのある樹の伐採・抜根の作
業委託費③焼却処理施設までの運
搬・処理等の費用の一部を助成しま
す。

組合員 1/2以内

【鳥獣の被害防止への支援】
支援メニュー 助成内容 対象者 助成額・率

9
鳥獣被害防止対策

1)野生鳥獣による農作物被害防止に
必要な①ワイヤーメッシュ②電気
柵③防護ネット④わな(箱・くく
り)の資材費の一部を助成します。

組合員

助成額上限
20万円

(左記 1)と 2)の合計)
  1)は1/2以内、
2)は30％以内

2)わな免許所持者の狩猟者登録に必
要な①狩猟税②狩猟者登録手数料
③ハンター保険④猟友会会費の一
部を助成します。

■ 各地域本部による独自支援 （年間２.５億円以内）
上記メニュー以外に「地域本部独自対策」を各地域本部ごとに実施し、地域独自の課題解決に必要な取り組みを支援
します。

支援内容や受付時期は地域ごとに異なりますので、詳細は住所地の地域本部へお問い合わせください。
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